
申告期間　２月16日（金）〜３月15日（木）　（土曜・日曜日は除く）
種類 分別内容 マナー

燃
え
る
ご
み

○生ごみ
○紙くず
○木くず・剪定枝
○カセットテープ・ビデオテープ・ＣＤ・ＭＤ・ＤＶＤソフトな

ど
○プラステック製バケツ・洗面器など
○衣服やくつなど・繊維・皮革製品
○発泡スチロール

◎生ごみは等は十分に水切りをしてか
ら出してください。

◎紙おむつは汚物を取り除いてから、
紙等に包んで出してください。

カ
ン
・
小
型
金
属
類
等

○カン類
○ポット・掃除機・ドライヤー・オーブントースター・ビデオデッ

キなど小型電化製品
○フライパン
○カメラ
○時計

◎空きカンは、中身を出し、すすいで
から出してください。

◎石油ストーブは、粗大ごみとして扱
いますので、指定袋では出さないで
ください。

そ
の
他
の
燃
え
な
い
ご
み

○カサ
○陶磁器類
○(針金)ハンガー
○灰
○灰皿
○鏡・ガラスくず
○電池(ボタン電池を除く)
○スプレー缶・カセット式ガスボンベ
○蛍光灯・電球

◎刃物・カミソリなどは、厚紙などに
包んで「危険」と表示してください。

◎スプレー缶は、必ず穴をあけて出し
てください。

◎灰は火の気がないのを確認してから
出してください。

リ
サ
イ
ク
ル
ご
み

○ビン類(化粧品・薬のビンを除く)
○ポリパック
○ペットボトル
　プラスチックボトル
○トレー・カップ類
○紙(牛乳)パック

◎ビン類、ペットボトルなどのプラス
チック容器類、紙パックはキャップ
などの付属物をはずして、中をすす
いで出してください。

粗
大
ご
み

○タンス
○ソファー
○机
○ふとん・カーペット
○一斗缶
○自転車
○石油ストーブ・ファンヒーター

◎指定ごみ袋に入る大きさのごみは、
収集を通じて出してください。

◎家電リサイクル法等による家電製品
やみどり園で処理できないごみは
除きます。

●みどり園持ち込み受付時間　午前９時〜１１時５０分
　　　　　　　　　　　　　　午後０時４５分〜３時（有料）
　土・日・祝祭日は持ち込みできません。（ただし第４日曜日は上記時間内で受付します）
　大塔分所への持ち込みは、先に大塔支所住民厚生課で手続きを行ってください。

不法投棄は絶対やめよう
（不法投棄すると法律により罰せられます）

■問合先　みどり園　☎２４・４１１１
　　　　　　業務第２係（西吉野支所内）　☎３３・０３０１
　　　　　大塔支所住民厚生課　☎３６・０３１１

みどり園
ごみの分別収集にご協力を

�くらしのメモ




